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（注）本資料はシンガポール以外の国との間のビジネストラックについての説明資料
ではありませんのでご注意ください。



１．制度の概要について

２．必要書類について

３．企業・団体の皆様への要望事項等
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制度の概要

シンガポールとの間のビジネストラックの概要

シンガポールとの間のビジネストラックの対象者

 日本に在住する日本国籍者及びシンガポールに在住するシンガポール国籍者、並びに国籍を問わず、日本又は
シンガポールに現地の長期滞在パス（日本の場合は在留資格）を得て居住する者。

 短期のビジネス目的又は外交・公用目的に限定（詳細は10ページ）。

 令和2年9月18日から、シンガポールとの間のビジネストラックが開始されました。

 日本政府では6月18日から、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外
的な枠を設置し、現行の水際措置を維持した上で、追加的な防疫措置を条件とする「国際的な人の往来再開
に向けた段階的措置」を試行しています。同措置のうち、「ビジネストラック」は「活動計画書」の提出等のさらなる
条件の下、入国後14日間の自宅等待機期間中も、行動範囲を限定した形でのビジネス活動が可能となるも
のです。

 シンガポールとの間のビジネストラックでは、渡航先滞在期間は最大30日間です。

（※）滞在期間が30日を超える場合にはビジネストラックを利用できません（長期滞在者を念頭に置くレジデンス
トラックの実施は、９月30日に開始予定です）。

（※）シンガポールへの入国手続きについては、シンガポール政府「SafeTravel」サイト等にて、常に最新の情報を
確認して下さい。
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渡航申請

検査証明取得等

相手国内活動

• シンガポール側受入企業等は邦人渡航者を代理して”SafeTravel Pass”をオンラインでシンガポール政府に申請してくだ
さい。

• 邦人渡航者はシンガポール政府から発行される「Approval letter」（電子媒体又は写し）を受入企業等から事前に受
け取って下さい。

• シンガポールの受入企業又は政府機関は、Safe Travelポータルサイトに渡航後14日間の行動計画（Controlled 
Itinerary）を登録してください（ビジネス関係の少人数の食事を除き、食事は一人ですること。会議の人数は、10名を
限度）（日本人はシンガポール渡航にあたって、査証申請は不要です）。

• シンガポールへの渡航前14日間は日本に滞在してください。
• シンガポール到着前3日間のうちに、”SG Arrival Card”のウェブサイトを通じてシンガポール移民検問庁（Singapore 

Immigration and Checkpoints Authority）に対して渡航前の健康状態・渡航歴申告を提出してください
（https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ ）。

• 日本出国前72時間以内にPCR検査（※）を受け、「陰性」であることを記載した検査証明を取得してください。
（※）検査の種類はシンガポール政府の要請により、PCR検査（real time RT-PCR法）に限定されます。

（詳細はP13参照）

渡航

日
本
国
内

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
内

邦人が日本→シンガポール→日本と渡航する場合のフロー

• 入国審査時に事前に受け取っている「Approval letter」 （電子媒体又は写し）の提示が求められます。
• シンガポール入国時、空港にて、自己負担でPCR検査を受けていただきます。
• 検査結果が陰性と判明するまで1~2日間、シンガポール政府に申告した非住宅宿泊施設（個室が確保できるホテルや

サービスアパートメント等）で隔離命令に従ってください（他者との接触はできません） 。
• 申告した滞在場所まではシンガポール側受入企業等から提供される手段（公共交通機関不可）で移動してください。
• シンガポールに入国後14日間は事前に登録した行動計画（ビジネス関係の少人数の食事を除き、食事は一人でするこ

と。会議の人数は、10名を限度）に従った行動をとってください。
• シンガポール側受入企業等は、滞在期間中の滞在場所から用務先までの移動手段を確保してください（公共交通機関

の利用は禁止されています） 。
• 渡航者は滞在中、シンガポール政府の“TraceTogether”アプリを常時作動させてください。
• 空港で受けるPCR検査の結果が陽性だった場合、シンガポール政府から直ちに医療措置が提供されますが、費用は自己

負担となります。
• シンガポール滞在期間は最大30日間です（既にシンガポールの長期滞在パス（EP等）をお持ちの方も、ビジネストラック

利用時には30日を超えての滞在はできません） 。

次ページに続く

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/
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邦人が日本→シンガポール→日本と渡航する場合のフロー（続き）

空港検疫

14日間

移動・待機

渡航

14日
後通常活動への復帰

前ページからの続き

日
本
国
内

• 空港の検疫で、機内で配布される「質問票」に必要事項を記入の上、提出してください。日本への帰国にビジネストラック
を利用する場合、 「誓約書」及び「本邦活動計画書」（いずれも写しで可）を提出するとともに、シンガポール滞在期間
が15日以上であった場合は検査証明を提出してください。
（※）誓約違反時には、受入企業・団体の名称の公表、本措置の利用禁止となる可能性があります。

• 検疫において検査証明を持参していることを確認し、入国審査において検査証明を確認・回収します。
• 新型コロナウイルスに関する検査を受けていただきます。検査結果の判明までは原則として空港内で待機していただきます。

• 日本への帰国時にもビジネストラックを利用する場合、帰国後14日間は公共交通機関を使わず、自宅等と用務先の往
復など、「本邦活動計画書」に基づき検疫所長が指定した場所以外には滞在又は移動しないでください。また、LINEアプ
リによる健康フォローアップ、地図アプリによる位置情報保存をするとともに、接触確認アプリを導入し、同アプリの機能を利
用してください。（ビジネストラックでは誓約事項）

• ビジネストラックを利用しない場合、帰国後14日間、公共交通機関を使わず、自宅等で待機してください。

【日本への帰国14日前から】
• 日本への帰国前14日間検温の実施をお願いします。健康モニタリング結果は、本邦行の航空機内で配布される「質問

票」に記載ください。なお、帰国14日前時点でシンガポールへの渡航前である場合には、日本滞在時点から検温してくだ
さい。

• シンガポールでの滞在期間が15日以上となる場合で、日本への帰国にもビジネストラックを利用する場合、シンガポール渡
航申請時にシンガポール政府から発行された「Approved letter」を指定の医療機関に提示の上、出国前72時間以内
に新型コロナウイルスに関する検査を受検し（要予約）、「陰性」であることを記載した検査証明（以下「検査証明」とい
う。）を取得してください。
（※）滞在期間が14日以内の場合には、日本帰国時に出国前検査を受検せずにビジネストラックを利用できます。
（※）検査の要件等についてはP17参照。
（※）日本への帰国時にビジネストラックを使わない場合においても、現行の水際措置（空港での検査、質問票の提出、

14日間の自宅等待機及び公共交通機関の不使用等）への対応が必要となります。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
内



5

邦人（シンガポール居住者）がシンガポール→日本→シンガポールと渡航する場合のフロー

健康モニタリング・
検査証明取得等

• 日本への帰国前14日間はシンガポールに滞在してください。
• 日本への帰国前14日間検温の実施をお願いします。健康モニタリング結果は、本邦行の航空機内で配布される「質問

票」に記載ください。
• 日本側受入企業・団体が作成する「誓約書」と「本邦活動計画書」 （いずれも写しで可）をご準備ください。
• 「誓約書」及び「本邦活動計画書」（いずれも写し可）を在シンガポール日本大使館に提出の上、ビジネストラックの利

用者であることを証明するカバーレターを取得してください。同レターを指定の医療機関に提示の上、出国前72時間以内
に新型コロナウイルスに関する検査を受検し、「陰性」であることを記載した検査証明（以下「検査証明」という。）を取得
してください。
（※）検査の要件等についてはP17参照。

渡航

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
内

日
本
国
内

• 空港の検疫で、「誓約書」、「本邦活動計画書」 （いずれも写し可）、 「質問票」及び検査証明を提出してください。
（※）誓約違反時には、受入企業・団体の名称の公表、本措置の利用禁止となる可能性があります。

• 検疫において検査証明を確認・回収します。
• 新型コロナウイルスに関する検査を受けていただきます。検査結果の判明までは原則として空港内で待機していただきます。

• 入国後14日間（日本滞在期間が14日未満の場合は滞在期間中）は公共交通機関を使わず、自宅等と用務先の
往復など、「本邦活動計画書」に基づき検疫所長が指定した場所以外には滞在又は移動しないでください。また、検査結
果待機場所、宿泊場所及びビジネス関係での滞在場所においては、個室を用いるなど、必要最小限の関係者以外に、
不特定の者との接触を行わないでください。

• LINEアプリによる健康フォローアップ、地図アプリによる位置情報保存をするとともに、接触確認アプリを導入し、同アプリの
機能を利用してください（ビジネストラックでは誓約事項）

• ・シンガポール再入国時に14日間の指定施設での隔離の免除を希望する場合は、日本出国前72時間以内にPCR検
査(※)を受け、「陰性」であることを記載した検査証明を取得してください。また、シンガポール再入国時のチャンギ空港内
のクリニックでのPCR検査を予約してください。なお、シンガポールに再入国する際のビジネストラック（手続）はありません。
(※)検査の種類はシンガポール政府の要請により、PCR検査(real time RT-PCR法)に限定されます。(詳細はP13参照)

日本国内活動

渡航
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
内

空港での検査
（又は14日間の

指定施設での隔離）

• 再入国に当たっては、人材開発省や移民検問庁の入国承認に代わってシンガポール出発前に在シンガポール日本大使
館が発行したカバーレターが必要となります（カバーレターの提示がない場合、滞在パス（EP等）を保持していても入国
できず、パスの剥奪処分等の対象になる可能性がありますので注意してください） 。

• 再入国時に14日間の指定施設での隔離の免除を希望する場合は、チャンギ空港内のクリニックで予約したPCR検査を
受検してください。入国後検査の結果の通知があるまでは自宅等での隔離となります。

• その他、シンガポール政府が定める措置に従ってください。

空港検疫
・入国審査
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シンガポールに居住する外国人（シンガポール人含む）がシンガポール→日本→シンガポールと渡航する場合のフロー

健康モニタリング・
検査証明取得等

渡航

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
内

日
本
国
内

• 空港の検疫で「誓約書」、「本邦活動計画書」 (いずれも写しで可)、「質問票」の提出及び検査証明を提示してください。
（※）誓約違反時には、受入企業・団体の名称の公表、本措置の利用禁止となる可能性があります。

• 検疫において検査証明（又はその写しでも可。以下同じ。）を所持していることを確認し、入国審査において検査証明
の確認・回収をします。

• 新型コロナウイルスに関する検査を受けていただきます。検査結果の判明までは原則として空港内で待機していただきます。
• 日本滞在期間は最大30日間です。

• 入国後14日間（日本滞在期間が14日未満の場合は滞在期間中）は公共交通機関を使わず、自宅等と用務先の
往復など、「本邦活動計画書」に基づき検疫所長が指定した場所以外には滞在又は移動しないでください。また、検査結
果待機場所、宿泊場所及びビジネス関係での滞在場所においては、個室を用いるなど、必要最小限の関係者以外に、
不特定の者との接触を行わないでください。

• 民間保険に加入して下さい。（P19参照）
• LINEアプリによる健康フォローアップ、地図アプリによる位置情報保存をするとともに、接触確認アプリを導入し、同アプリの

機能を利用してください（ビジネストラックでは誓約事項）。
• ・シンガポール再入国時に14日間の指定施設での隔離の免除を希望する場合は、日本出国前72時間以内にPCR検

査(※)を受け、「陰性」であることを記載した検査証明を取得してください。また、シンガポール再入国時のチャンギ空港内
のクリニックでのPCR検査を予約してください。なお、シンガポールに再入国する際のビジネストラック（手続）はありません。
(※)検査の種類はシンガポール政府の要請により、PCR検査(real time RT-PCR法)に限定されます。(詳細はP13参照)

日本国内活動

• 在外公館での査証又は再入国関連書類提出確認書の申請が必要です。申請時に、日本側受入企業・団体が作成す
る「誓約書」 及び「本邦活動計画書」（いずれも写しで可）を提出の上、ビジネストラックの利用者であることを証明する
カバーレターを取得してください。日本の在留資格を有する外国人であって、出入国在留管理庁が発行する「受理書」を
所持している外国人は、再入国関連書類提出確認書の申請は不要です。

（※）誓約違反時には、受入企業・団体の名称の公表、本措置の利用禁止となる可能性があります。
• 申請可能な者は、LINEアプリ・接触確認アプリ・地図アプリを使用可能なスマートフォンを持つ者に限定します（受入企

業・団体からの貸与も認めます）。
• 「誓約書」及び「本邦活動計画書」（いずれも写し可）を在シンガポール日本大使館に提出の上、ビジネストラックの利

用者であることを証明するカバーレターを取得してください。同レターを指定の医療機関に提示の上、出国前72時間以内
に新型コロナウイルスに関する検査を受検し、 「陰性」であることを記載した検査証明を取得してください。
（※）検査の要件等についてはP17参照。

• 日本への渡航前14日間はシンガポールに滞在してください。
• 日本への渡航前14日間検温の実施をお願いします。健康モニタリング結果は、本邦行の航空機内で配布される「質問

票」に記載ください。

在外公館での査証
発給等申請

空港検疫
・入国審査

次ページに続く
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シンガポールに居住する外国人（シンガポール人含む）がシンガポール→日本→シンガポールと渡航する場合のフロー
（続き）

渡航シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
内

空港での検査
（又は14日間の

指定施設での隔離）

• 再入国に当たっては、人材開発省や移民検問庁の入国承認に代わってシンガポール出発前に在シンガポール日本大使
館が発行したカバーレターが必要となります（カバーレターの提示がない場合、滞在パス（EP等）を保持していても入国
できず、パスの剥奪処分等の対象になる可能性がありますので注意してください） 。

• 再入国時に14日間の指定施設での隔離の免除を希望する場合は、チャンギ空港内のクリニックで予約したPCR検査を
受検してください。入国後検査の結果の通知があるまでは自宅等での隔離となります。

• その他、シンガポール政府が定める措置に従ってください。

前ページからの続き



日本に居住する外国人（シンガポール人含む）が日本→シンガポール→日本と渡航する場合のフロー

査証申請

検査証明取得等

相手国内活動

• シンガポール側受入企業等は渡航者を代理して”SafeTravel Pass”をオンラインでシンガポール政府に申請してください。
• シンガポール渡航時に査証が必要なパスポートを保有する渡航者は、シンガポール政府から発行される「Approval 

letter」（電子媒体又は写し）を使って、通常時と同様のルートで査証を在京シンガポール大使館に申請し、査証を取
得してください。（既に有効な査証を保有している場合は申請不要です。）

• シンガポールの受入企業又は政府機関は、Safe Travelポータルサイトに渡航後14日間の行動計画（Controlled 
Itinerary）を登録してください（ビジネス関係の少人数の食事を除き、食事は一人ですること。会議の人数は、10名を
限度）。

• 日本の在留資格を有する外国人は、再入国をすることが前提となるため、出入国在留管理庁に「受理書」を申請の上，
取得してください。

• シンガポールへの渡航前14日間は日本に滞在してください。
• シンガポール到着前3日間のうちに、”SG Arrival Card”のウェブサイトを通じてシンガポール移民検問庁（Singapore 

Immigration and Checkpoints Authority）に対して渡航前の健康状態・渡航歴申告を提出してください
（ https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ ）。

• 日本出国前72時間以内にPCR検査（※）を受け、「陰性」であることを記載した検査証明を取得してください。
（※）検査の種類はシンガポール政府の要請により、PCR検査（real time RT-PCR法）に限定されます。

（詳細はP13参照）
渡航

日
本
国
内

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
内

• 入国審査時に事前に受け取っている「Approval letter」 （電子媒体又は写し）の提示が求められます。
• シンガポール入国時、空港にて、自己負担でPCR検査を受けていただきます。
• 検査結果が陰性と判明するまで、1~2日間シンガポール政府に申告した非住宅宿泊施設（個室が確保できるホテルや

サービスアパートメント等）で隔離命令に従ってください（他者との接触はできません） 。
• 申告した滞在場所まではシンガポール側受入企業等から提供される手段（公共交通機関不可）で移動してください。
• シンガポールに入国後14日間は事前に登録した行動計画（ビジネス関係の少人数の食事を除き、食事は一人でするこ

と。会議の人数は、10名を限度）に従った行動をとってください。
• シンガポール側受入企業等は、滞在期間中の滞在場所から用務先までの移動手段を確保してください（公共交通機関

の利用は禁止されています） 。
• 渡航者は滞在中、シンガポール政府の“TraceTogether”アプリを常時作動させてください。
• 空港で受けるPCR検査の結果が陽性だった場合、シンガポール政府から直ちに医療措置が提供されますが、費用は自己

負担となります。
• シンガポール滞在期間は最大30日間です（既にシンガポールの長期滞在パス（EP等）をお持ちの方も、ビジネストラック

利用時には30日を超えての滞在はできません） 。

次ページに続く
8

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/


日本に居住する外国人（シンガポール人含む）が日本→シンガポール→日本と渡航する場合のフロー
（続き）

渡航

• 空港の検疫で、機内で配布する「質問票」に必要事項を記入の上、提出してください。日本への帰国にビジネストラックを
利用する場合、 「誓約書」、「本邦活動計画書」 （いずれも写しで可）の提出及び検査証明を提示してください。

（※）誓約違反時には、受入企業・団体の名称の公表、本措置の利用禁止となる可能性があります。
• 検疫において検査証明を持参していることを確認し、入国審査において検査証明を確認・回収します。
• 新型コロナウイルスに関する検査を受けていただきます。検査結果の判明までは原則として空港内で待機していただきます。

• 日本への帰国時にもビジネストラックを利用する場合、帰国後14日間は公共交通機関を使わず、自宅等と用務先の往
復など、「本邦活動計画書」に基づき検疫所長が指定した場所以外には滞在又は移動しないでください。また、LINEアプ
リによる健康フォローアップ、地図アプリによる位置情報保存をするとともに、接触確認アプリを導入し、同アプリの機能を利
用してください。（ビジネストラックでは誓約事項）

• ビジネストラックを利用しない場合、帰国後14日間、公共交通機関を使わず、自宅等で待機してください。

空港検疫
・入国審査

14日間

移動・待機

14日後

通常活動への復帰

前ページからの続き

日
本
国
内

9

【日本への出国14日前から】
• 日本への出国前14日間検温の実施をお願いします。健康モニタリング結果は、本邦行の航空機内で配布される「質問

票」に記載ください。なお、帰国14日前時点でシンガポールへの渡航前である場合には、日本滞在時点から検温してくだ
さい。

• 日本への帰国にもビジネストラックを利用する場合、シンガポール渡航申請時にシンガポール政府から発行された
「Approved letter」を指定の医療機関に提示の上、出国前72時間以内に新型コロナウイルスに関する検査を受検し
（要予約）、「陰性」であることを記載した検査証明（以下「検査証明」という。）を取得してください。
（※）滞在期間によらず出国前検査の受検及び検査証明の取得が必要です。
（※）検査の要件等についてはP17参照。
（※）日本への帰国時にビジネストラックを使わない場合においても、現行の水際措置（空港での検査、質問票の出、

14日間の自宅等待機及び公共交通機関の不使用等）への対応が必要となります。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
内



シンガポールとの間のビジネストラックの対象者
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 対象者
日本に居住する日本国籍者及びシンガポールに居住するシンガポール国籍者並びに、国籍を問わず、日本又はシンガ

ポールに長期滞在パス（日本の場合は在留資格）を得て居住する者です。滞在期間は、30日以内に限定されます。
当面の間は、同伴家族は対象として想定されていません。

 新規査証、再入国関連書類提出確認書又は受理書
シンガポールとの間のビジネストラックにより本邦に渡航する外国人は、下記①又は②に該当する新規査証申請者、及

び、下記③に該当する在留資格保持者のうち、再入国許可（みなし再入国許可を含む。）を得て出国した上で再入
国関連書類提出確認書を申請する者並びに受理書を有する者です。

なお、ビジネストラックによりシンガポールに渡航する者（外国人含む）は、滞在期間30日以内の短期ビジネス目的又
は外交・公務目的（日本政府発行の外交旅券又は公用旅券所持者のみ）に限ります（日本人は査証申請不要）。

①短期商用
日本に出張して行う業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査等

②外交・公務
シンガポール政府発行の外交旅券又は公用旅券所持者のみ。

③就労・長期滞在（以下のいずれかの在留資格に該当するもの）
・ 「経営・管理」 ・ 「企業内転勤」
・ 「技術・人文知識・国際業務」
・ 「介護」 ・ 「高度専門職」
・ 「技能実習」 ・ 「特定技能」
・ 「特定活動」（起業）
・ 「外交」 ・ 「公用」

※日本からビジネストラックを利用してシンガポールに渡航した後の日本への再入国者については、上記③に該当する在
留資格に限定されず、いずれの在留資格も対象となります。



１．制度の概要について

２．必要書類について

３．企業・団体の皆様への要望事項等
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 必要書類・手続詳細は、下記の大使館HPを御確認ください。

→検査証明の詳細はスライドI-①へ

 誓約書→詳細はスライドⅡ－①へ

 質問票→詳細はスライドⅡ－④へ

シンガポールへ渡航する際

【参考】シンガポールから本邦へ戻る際にビジネストラックを使う場合

I 必要書類（邦人・外国人（シンガポール人含む）がシンガポールへ渡航する場合）

シンガポール政府「SafeTravel」サイト

https://safetravel.ica.gov.sg/japan/rgl/requirements-and-process

https://safetravel.ica.gov.sg/japan/rgl/requirements-and-process


I-① 日本を出国する際に必要な検査証明について

シンガポール政府が求める検査のスペック

検査証明フォーマット フォーマットはありません。

検査手法 real-time RT-PCR検査

検査証明の条件
日本出国前72時間以内に
検査を受け、発行されたもの。

受診可能な医療機関
「新型コロナウイルス検査証明
機関登録簿」記載の医療機
関に限る。

検査証明記載事項（全て英語で記載）
 生年月日、性別、国籍
 パスポート番号
 検体採取日時
 検体採取機関
 検査方式（real-time RT-PCR検査に限る）
 検体採取方式（鼻咽頭、唾液）
 結果
 結果決定年月日
 医師氏名、医籍登録番号、署名
 証明書発行年月日
 医療機関名、住所、連絡先電話番号、印鑑

 海外渡航者向けに新型コロナウイルス検査証明を発行できる医療機関を、経済産業省及び厚生労働省による
審査を経て登録した、「新型コロナウイルス検査証明機関登録簿」を公表しておりますので、上記条件に合う検査
を受検してください。

 新型コロナウイルス検査証明機関登録簿
（https://www.meti.go.jp/policy/investment/tecot/top.html#iryoukikan）

 なお、本年10月を目標に、検査の予約が可能な「海外渡航者新型コロナウイルス検査センター（TeCOT ）」を
ウェブサイト上に設ける予定です。

 海外渡航者新型コロナウイルス検査センター（TeCOT）専用ページ
（https://www.meti.go.jp/policy/investment/tecot/top.html）

13

新型コロナウイルス検査証明機関登録簿

https://www.meti.go.jp/policy/investment/tecot/top.html#iryoukikan
https://www.meti.go.jp/policy/investment/tecot/top.html
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Ⅱ 必要書類（邦人・外国人（シンガポール人含む）が日本へ渡航する場合）

＜外国人（シンガポール人含む）が日本へ渡航する場合は、上記に加え、在外公館での査
証発給等申請が必要になります＞

※上記のほか、査証申請手続き時に必要となる書類等についてもご用意ください

※査証申請手続き時の必要書類は、外務省HPからご確認頂けます
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html

 誓約書 →詳細はスライドⅡ-①へ

 本邦活動計画書 →詳細はスライドⅡ－②へ

 検査証明 ※出国前72時間以内に受検し、発行されたもの →詳細はスライドⅡ-③へ

 質問票 →詳細はスライドⅡ-④へ

 LINE・COCOAをインストール済み、位置情報保存を設定済みのスマートフォン（ス

マートフォンは受入企業等から貸与いただいても問題ありません）→詳細はスライドⅡ-⑥へ

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html


Ⅱ-① 誓約書
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 誓約書は渡航者1名につき1枚、作成をお願い致します
 誓約書は外務省HPからダウンロード頂けます https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003415.html
 誓約違反時には、受入企業・団体の名称が公表される可能性があります。
 査証申請時、誓約書写しを提出いただきます。本邦入国後の検疫時にも誓約書写しを提出いただきます。但し、疑義があると判

断する場合は、原本の提出を求めることがありますので、受入企業・団体は原本を対象者の入国後6週間保管して下さい。
 受入企業・団体は、誓約書の記載内容について十分理解した上で、対象者に対して丁寧な説明を行ってください。

受入責任者のお名前・捺印等をいただきます
※印鑑は法人印を使用してください
※受け入れ責任者は必ずしも団体の長である必要はありません

渡航目的を簡潔に記載ください

渡航の対象者の情報を記載ください

（1頁目） （2頁目） （3頁目）

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_0034153380.html


Ⅱ-② 本邦活動計画書
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 本邦活動計画書は、誓約書と共に、渡航者1名につき1枚、
作成をお願い致します。

 本邦活動計画書は外務省HPからダウンロード頂けます
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_
003415.html

 計画書の内容に違反時には、受入企業・団体の名称が公
表される可能性があります。

 受入企業・団体は、対象者の入国後14日間における全て
の滞在場所等について、本邦活動計画書どおりに実施する
ため必要な管理を行ってください。また、入国後やむを得ない
日程変更等によって対象者により同計画書にない行動がと
られた場合には、当初の計画の変更内容を記した報告書を、
滞在期間が14日間以内となる者については対象者の本邦
出国時に、15日間以上の者については対象者の入国後15
日目以降に、入国時に本邦活動計画書を提出した検疫所
に提出してください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_0034153380.html
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Ⅱ-③ 検査証明

• 検査証明は、以下の全事項が英語で記載されたものに限ります。
（1）人定事項（氏名、パスポート番号）

（2）COVID-19の検査証明内容（検査手法（上記フォーマットに記載されている採取
検体及び検査法に限る）、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日）

（3）医療機関等の情報（医療機関名（又は医師名）、医療機関住所、医療機関
印影（又は医師の署名））



Ⅱ-④質問票（国内電話番号をお持ちでない方・日本語対応不可能な方の場合）

質問票の記入例 ※機内で記入いただきます 健康フォローアップまでのイメージ

（機内）質問票の記入

（入国時）質問票の回収

（出国前）企業の受入責任者にお
いてLINEのインストール・友達登録
本人に対し、左記③に記入すべき住
所（郵便番号含む）、携帯電話番
号を伝達。

受入責任者の携帯電話にLINEによる
健康フォローアップ

（チャットor自動音声による確認）

受入責任者は、担当する入国者に１人でも
発症者がいる場合は、「はい：Y」で登録

保健所が受入責任者に電話等で確認

①

②

③

⑤

⑥

②本人の情報を記入
いただきます。

①Ｙと記入し、滞在地を
○で囲みます。

③受入企業・団体の住所、
LINEの友達登録等が
完了している受入責任
者の電話番号、受入責
任者のメールアドレスを
記入していただきます。

⑤本人の宿泊・滞在先を
記入いただきます。

⑥本人の携帯電話番
号を記入します。

④本人の健康状態等
について記入いただき
ます。

④

（入国後14日間）毎日、受入責任
者から担当する入国者全員に健康状
態の聞き取り

18
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Ⅱ-⑤ 民間保険加入

 本制度を活用して入国する外国人（※）に対し、日本国内での急な医療費負担に対応し
た、民間医療保険への加入を必須とします。

（※日本人でも、帰国時点で日本の公的保険制度（健康保険や国民健康保険など）に加入していない場合には同様に民間医療保険に加入して下さい。）

 趣旨
入国後、無保険状態で不慮の病気・事故により、本人に高額な医療費負担が生じることは、本人にとっても医療機関に
とっても大きなリスクとなるため、入国時に、民間医療保険（滞在期間中の医療費を補償する旅行保険を含む。）に加
入していることを必須とするものです。
※新型コロナウイルス感染症の治療費を補償することが目的ではありません。

 加入すべき民間保険の種類
入国者が加入しているクレジットカードに附帯しているもの、出国前に旅行代理店経由で加入するもの等、様々なものが
あります。そのほか、日本政府観光局のホームページや、在外公館・上陸審査場で案内している旅行保険の活用も考え
られます。
（日本政府観光局HP：https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/ov_travel_insurance.html）

 よくある質問
Ｑ： 保険への加入は、本邦への入国後でも構わないのでしょうか。
Ａ： 入国前に加入いただくことが前提ですが、やむを得ない事情がある場合、空港内など本邦到着直後に加入してください。
Ｑ： 保険への加入手続きのために外出する場合、「14日間の自宅等待機」義務に違反することになるのでしょうか。
Ａ： 外出を要することにならないよう、出国前やオンラインでの加入をお願いします。
Ｑ： 保険への加入を証明する書類の提出は必要でしょうか。必要な場合、どのような書類を用意すればよいのでしょうか。
Ａ： 保険証券等を確認させていただくことがあります。また、事後的に入国時（または入国直後）に未加入であったことが発覚した場合
には、「誓約書」違反となり、受け入れ企業・団体名の公表、本措置の利用禁止等の措置をとることがあります。

https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/ov_travel_insurance.html


③位置情報の保存

 目的
位置情報の把握
※入国後14日以内に陽性となった場合、保存された位置
情報を保健所に提示いただきます

 使用方法
〇グーグルマップを「ロケーション履歴がオン」
に設定

又は
〇iPhoneの「利用頻度の高い場所」の設
定がオンになっているか確認
※詳細の設定方法はp.22,23をご覧ください

20

Ⅱ-⑥ アプリのインストールについて

 空港での検疫・入国審査時に、接触確認アプリのインストール等を確認させて頂きます

 スマートフォンは受け入れ企業等から貸与いただいても問題ありません

①LINE

 目的
入国後14日間の健康状態の報告

 使用方法
①専用のQR コードから厚生労働省の公式
アカウントを友達追加
②厚労省公式アカウントから、健康状態確
認メッセージを送付
③LINEで返答

 注意点
・国内電話番号でない携帯電話（海外SIM）、日本語以
外の言語には対応しておりません。
・入国者が国内電話番号の携帯電話を持っていて、かつ日
本語を理解できる場合を除き、受入企業・団体の担当者が
アプリをインストール、設定の上、入国者から健康状態を聞き
取って報告してください。
・その場合、機内で入国者に記載いただく「質問票」には、受
入企業・団体の住所、LINEアプリの設定が完了した担当者
の電話番号・メールアドレスを記載するよう、事前に必ず伝え
てください。（P18参照)

②COCOA

 目的
感染者との接触情報の
確認
※新型コロナウイルス感染症の陽
性者と接触した可能性について
通知を受け取ることができます。

 使用方法
①アプリをインストール
②利用規約等に同意
③ブルートゥース、接触ロ
グの記録を有効化

＜注意点＞

 空港での検疫および入国審査時にアプリのインストール・位置情報の保存の有

無を対象者の申告等により確認します。誓約違反が判明した際は、受入企

業・団体名の公表、本措置の利用停止等の措置をとることがあります。



21



22



23



24



25



１．制度の概要について

２．必要書類について

３．企業・団体の皆様への要望事項等
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本措置の実施に当たっての企業・団体の皆様への要望事項

 新型コロナウイルス感染症の全世界的な流行が続いている中、例外的に行われる措置
であることに鑑み、企業・団体の皆様には特に次の点について御理解、御協力をお願い
します。

 国外からの新型コロナウイルスの流入防止に万全を期すため、引き続き水際対策を徹底します。同時に、今後、
経済を回復軌道に乗せていく上で、我が国内外の感染状況等を踏まえながら、感染再拡大の防止と両立する
範囲内において試行していく措置であることを踏まえ、申請に当たっては、邦人の渡航（アウトバウンド）、外国
人の訪日（インバウンド）共に、真に必要な方に限ってください。

 本措置については、例外的に出入国が認められた邦人帰国者・外国人入国者に対する追加的な防疫上の措
置について受入企業・団体が責任を持つ制度であることを御理解ください。その一環として、対象者本人か受入
企業・団体に、LINEアプリによる健康状態の確認にご協力いただく他、対象者本人が接触確認アプリ・地図アプ
リを導入したスマートフォンを保有し、逐次位置情報を記録いただくことも求められます。また、対象者が持参すべ
き必要書類については、入国時の問題を避けるためにも、企業・団体にて適切に指導・管理をお願いします。誓
約違反等が起こった場合は、当該企業・団体名が公表される他、本件措置の利用が今後認められない可能性
があります。

 今後の措置拡大も見据え、検査証明の取得に当たっては、多くの派遣者を予定している企業・団体や、可能な
企業・団体についてはできるだけ企業・団体の健康管理センターや企業・団体内診療所の活用を図ってください。

 邦人の帰国及び外国人の入国に当たっては、空港におけるCOVID-19に関する検査等検疫措置の円滑な実
施の観点から、帰国日・入国日を分散化させる等、平準化に御協力ください。また、場合により帰国日・入国日
の調整をお願いすることがあります。
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令和2年８月２８日 新型コロナウイルス感染症対策本部（第４２回）発表

１．本邦滞在中の在留資格保持者の再入国
本邦滞在中の在留資格保持者について、空港検査能力の拡充等を踏まえ、９月１日以降

に実施する所定の手続を経て、再入国許可をもって出国した者（注１）の入国拒否対象地
域からの再入国を許可。

（注１）本邦出国前に、追加的防疫措置に応じる旨を誓約し、出入国在留管理庁から受理書の交付を受けた者。

２．出国中の在留資格保持者の再入国
入国拒否対象地域指定日（注２）から８月 31 日までに再入国許可をもって出国した在

留資格保持者について、９月１日以降、所定の手続を経た者（注３）の入国拒否対象地
域からの再入国を許可。

（注２）４月２日以前に入国拒否対象地域に指定された国・地域については４月３日。
（注３）我が国在外公館において、「再入国関連書類提出確認書」の交付を受けた者。

３．感染拡大防止策等
（１）上記１．及び２．の再入国に当たっては、感染拡大防止の観点から、追加的防疫

措置として、滞在先の国・地域の出国前 72時間以内の検査証明を求める。
（２）引き続き、空港の検査能力・体制を強化。
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関係省庁の問い合わせ先等
• よくある問い合わせ https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/QA0910.pdf

• 本邦入国時の空港での入国審査について
法務省出入国在留管理庁 出入国管理部 審判課
電話：03-3580-4111（内線4446・4447）

• 本邦入国のための査証関連の手続きについて（対象国・地域への渡航のための査証関連のお問い合わせは各国・地域の在京大
使館等にお問い合わせください。）

外務省 領事局 政策課
電話：03-3580-3311（内線5367）

外務省 領事局 外国人課（査証関連）
電話：03-3580-3311（内線3066）

• 各種防疫措置（健康フォローアップ、空港検疫における検査、公共交通機関不使用、接触確認アプリ、地図アプリを通じた位置
情報の保存等）について

厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全企画課 検疫所業務管理室
電話：03-5253-1111（内線2468）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html

• 外国人技能実習制度について（国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に係る手続きを除く）
※ 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置に関連した外国人技能実習制度についてのよくあるご質問については、

外国人技能実習機構のHP（https://www.otit.go.jp/CoV2/）に掲載されている「技能実習生がレジデンストラックを
利用して入国する場合に関するよくあるご質問」をご確認ください。

• 企業からの一般的なご相談について（防疫措置や手続きの詳細運用、技能実習、特定技能に関する詳細運用等を除く）
経済産業省 水際対策担当
電話：03-3501-1511（内線2944）（受付時間 9時30分～18時15分）

• 航空便について
国土交通省 航空局 危機管理室
電話：03-5253-8700

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/QA0910.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
https://www.otit.go.jp/CoV2/

